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令和６年３月２８日（木） 午前１０時開会 
 
市役所みなと大通り別館６階 ソーホーかごしま会議室 
 
上入來 幸一（会長） 仮屋 幸孝（会長代理） 弟子丸 宗一（運営委員） 
有村 伊智博   池田 晃     上四元 正昭   園山 一則 
鳥丸 俊秀    永尾 寛     中村 秀彦    鳩宿 隆雄 
枇榔 稔     福永 大悟    穂満 和廣    堀之内 薫 
本多 剛     横峯 明人 
 
岩元 節朗    豊留 辰男 
 
 
事務局長  種村 
主 幹   新村 
支局主任  濵畑、陣ケ尾、村田、溝川、山﨑、小山田、小村、児之原、吉永 
専門員   内村、髙山、吉満、渡邉 
主 査   帖地、安樂、上﨑 
主 任   宮元 
主 任   矢崎、米倉、西、平川 
主 査   神崎    技 師   井手 

 
１ 農地法第３条許可申請に関する件 
２ 農地法第５条許可申請に関する件 
３ 非農地認定に関する件 
４ 農地利用変更届出に関する件 
５ 農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 
６ 農用地利用集積計画に関する件 
７ 地域計画に係る意見書に関する件 
８ 農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件 
９ 令和６年度最適化活動の目標設定（案）に関する件 
 
１ 法務局から照会のあった農地等の現況について 
２ 鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況について 
３ 国土利用計画法による届出・土地に関する調書について 
４ 農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

 ５ 農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 
６ 農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 
７ 農用地利用配分計画に関する報告の集計について 
８ 「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告に 

ついて 
９ 「地域計画に係る意見書の提出について」 
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議    長 

 

 

 
 
 

開 会（午前１０時） 

 

定刻になりましたので、ただいまから、令和５年度第１２回総会を開催いたし

ます。 

 

まず、事務局より連絡事項があります。 

 

資料の修正をお願いいたします。 

議題２「農地法第５条許可申請に関する件」申請番号３から５につきましては、

取下げ願いが提出されましたので、削除をお願いします。これによりまして、議

案書表紙の議題２「農地法第５条許可申請に関する件」の件数を１９件から１６

件に修正をお願いいたします。 

 

資料の修正をお願いいたします。 

報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」、処理状況の日付

が記載されておりませんが、令和６年３月２５日と記載をお願いいたします。 
 

資料の修正をお願いいたします。 

別冊資料２、議題６「地域計画に係る意見書に関する件」１ページ、主な修正

内容の地番１１３４０を１１３４０－２に修正をお願いいたします。 

 

それでは、本日の出席委員数について報告いたします。 

１９人中１７人の出席で、過半数以上の出席でございますので、会は成立いた

しております。 

なお、欠席届が、岩元委員、豊留委員から出されています。 

 

次に、議事録署名者を決めなければなりませんが、私からご指名申し上げてよ

ろしいでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

それでは、上四元委員、園山委員にお願いいたします。 

 

今回は、会長の依頼により、農政総務課の担当者に出席していただいておりま

す。 

 

 
 
 
 
 
 



 - 1 -  
 

 

議              題 

議題１．農地法第３条許可申請に関する件 

１ページ～６ページ ２２件 

議    長 それでは、議題１「農地法第３条許可申請に関する件」を審議します。 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、申請理由：贈与、受贈、権利の種別：所有権移転、贈与。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、２０年以上の農作業経験があるた

め、新規就農には該当しません。 

以上です。 

 

議 長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、５年以上の耕作経験があることか

ら、新規就農には該当しません。 

番号３号、農業廃止、相手要望、所有権移転、売買。 

この件について補足して説明します。 

譲受人は、現在の経営農地はありませんが、１７年以上の耕作経験があること

から、新規就農には該当しません。 

番号４号、療養その他生活資金、相手要望、所有権移転、売買。 

番号５号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号６号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

番号７号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

番号８号、相手要望、新規就農、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１０号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１１号、農業廃止、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

番号１３号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件について補足説明いたします。 

譲受人は、現在、経営農地はありませんが、５年以上の農作業経験があるため、

新規就農には該当しません。 

以上です。 
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議 長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 

 

１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１４号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

譲受人は、譲渡人から一部事業を引き継いだ令和５年１１月設立の障害者支援

施設等を運営する社会福祉法人でございます。 

 申請地は、現在の事務所および計画予定である譲受人所有の障害者入所施設建

設地から約４００ｍ圏内に位置しており、 

譲渡人から事業を引き継ぎ、農作業活動や農産物栽培等を通じて、障害のある

施設利用者の、日中活動の充実、自信の向上や生きがいの創出等を図ることを目

的に障害者支援事業を行うものであることから、 

譲渡人同様、農地法の例外規定、施行令第２条第１項第１号ハに該当するため、

農地を取得することができると判断したところでございます。 

以上です。 

 

議 長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１５号、労力不足、新規就農、所有権移転、売買。 

番号１６号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１７号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、松元、１７番委員お願いします。 

 

１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１８号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号１９号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号２０号、贈与、受贈、所有権移転、贈与。 

番号２１号、相手要望、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議 長 次に、郡山、１９番委員お願いします。 

 

１ ９ 番 委 員 ご報告します。 

番号２２号、労力不足、規模拡大、所有権移転、売買。 

以上です。 
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議 長 

ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

別冊資料１にありますように、番号１４号は、農地法施行令第２条第１項第１

号ハの不許可の例外規定に該当し、それ以外の全ての案件は、農地法第３条第２

項各号には該当しないため、許可要件の全てを満たしております。お目通しをお

願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「６番委員」挙手あり〕 

 

はい、６番委員どうぞ。 

 

 

６ 番 委 員 農業経験があるのは、何年から認められるのですか。 

 

事 務 局 特に何年という決まりはないところですが、実際に申請内容、現地調査での聞

き取り等をして、概ね５年からというのがあるようです。これまでの申請内容を

見ると、１０年以上農作業経験を積んでいる方が多いようです。 

以上です。 

 

事 務 局 補足しますが、厳々のルール上の規定というのは見つかっていません。３年だ

ったら良いとか、２年なら駄目とかそういうよりは、これまでやってこられた話

というのをしっかり聞き取って、それなりの経験があるなと認められたらだと思

います。ただ、感覚的にですけど、少ししかしたことがないとかいうのになると

判定が難しくなると思います。 

以上です。 

 

６ 番 委 員 わかりました。 

 

２ 番 委 員 番号１３ですが、譲受人は経営面積がありますが、どこで経営しているのです

か。 

 

伊 敷 支 局 小山田町に所有しています。 

 

２ 番 委 員 譲受人は福岡市に住んでいるようですが、通作距離との関係で、福岡市から小

山田町に耕作に来るということは認められますか。 
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事 務 局 農地法第３条許可を与えるに当たっては、その該当者もしくは２親等以内の世

帯員が年間１５０日以上の農作業に従事することが可能であれば、第３条許可相

当であるという見解は既に頂いているところです。該当する譲受人に関しまして

は、住所地は福岡市になっているのですが、鹿児島市の農地のすぐ近くに実家が

ございまして、そこに１５０日以上滞在をして農作業に従事することが可能だと

いうことで、申請を受けているところです。また、先程補足説明がありましたが、

すぐ近くにこの譲受人の２親等以内の世帯員である妹が居住されていて、この方

につきましても年間１５０日以上の作業に従事するということでございます。そ

うなりますと、譲受人はもちろんですが、世帯員である妹も年間１５０日以上該

当する農地の耕作に従事するということでございますので、その点につきまして

は、許可相当であると判断して問題ないと考えております。 

以上です。 

 

２ 番 委 員 わかりました。 

 

議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見、ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題１．「農地法第３条許可申

請に関する件」２２件につきましては、原案どおり許可することに決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

 

 

議題２．農地法第５条許可申請に関する件 

７ページ～１２ページ １６件 

議    長 次に、議題２「農地法第５条許可申請に関する件」を審議します。 

議題４「農地利用変更届出に関する件」谷山の番号１号の案件が、この第５条

許可申請に関連するので、併せて審議していただきたいと思います。 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、用途・施設：貸資材置場９０．００㎡、貸車両置場６０．００㎡、

転回場３０９．４３㎡、法面等３９８．５７㎡、周囲の状況及び被害防除計画：

東・西…他人畑、北・南…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、権利の種

別：所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 
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１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、住家１棟６２．１１㎡、庭敷地等１５２．８９㎡、東…他人田、西

…渡人田、南…農道、北…市道、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合

併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号６号、住家１棟１０４．３４㎡、庭敷地等１９４．６６㎡、東…宅地、西

…他人畑、南…市道、北…別件農変申請地、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、

汚水…公共下水道、使用貸借権。 

この件は１８ページの農地利用変更届番号１と関連がありますので、併せて読

み上げます。 

番号１号、埋立理由・工事内容及び変更後の使用目的：周辺土地より低いため、

盛土をして畑としての利便性を高める。工事開始日：令和６年４月１日、工事終

了日：令和６年５月３１日、周囲の状況：東・北…宅地、西…他人畑、南…別件

５条申請地、境界…ブロック積、高さ…０．５０ｍ、作物…野菜、甘しょ、搬入

土…黒土、シラス。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は、道路に接しておりませんが、親族に使用貸借する別件５条申請地を

通り、出入りします。 

番号７号、宅地分譲１区画２３８．００㎡、東…他人畑、西…宅地、南…農道、

北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移

転、売買。 

番号８号、住家１棟９９．３７㎡、庭敷地等３４５．６３㎡、東…雑種地、西

…宅地、雑種地、南…市道、北…水路、境界…ブロック積、雨水…水路放流、汚

水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

番号９号、通路３０４．００㎡、東・南…渡人畑、西…渡人畑、宅地、北…里

道、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１０号、資材置場１６２．９８㎡、駐車場１５．００㎡、通路等 

１２７．０２㎡、東…宅地、西…他人田、別件５条申請地、南…他人田、北…農

道、別件５条申請地、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

番号１１号、建売住宅２棟１０５．７８㎡、庭敷地等３５０．２２㎡、東・南

…別件５条申請地、西…他人田、北…農道、境界…ブロック積、コンクリート擁

壁、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、事務所１棟２８．００㎡、倉庫１棟１３．５４㎡、駐車場 

１０５．００㎡、通路１４０．００㎡、転回場等６２２．５９㎡、東・南・北…

宅地、西…市道、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、汚水…合併浄化槽、所有

権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、資材置場２２０．００㎡、転回場等３４５．００㎡、東・西…宅

地、南…市道、北…山林、境界…ブロック積、雨水…自然流下、所有権移転、売

買。 

番号１４号、障害者入所施設３棟９９５．１６㎡、駐車場１，０６６．１６㎡、

庭敷地等２，５１０．２８㎡、東…市道、宅地、里道、雑種地、西・南…宅地、

他人畑、北…里道、境界…ブロック積、フェンス、雨水…市道側溝、汚水…合併

浄化槽、所有権移転、売買。 

この件につきまして、事務局から補足してご説明申し上げます。 

 

吉 野 支 局 この件につきまして、補足してご説明申し上げます。（図面掲示） 

申請人は、母体の社会福祉法人から一部事業を引き継いだ令和５年１１月設立

の障害者支援施設等を運営する社会福祉法人でございます。 

申請地は、吉野支所から南東へ約４．１ｋｍに位置する「第２種農地のその他

の農地」です。 

申請人は、現在使用している施設が老朽化しているため、申請地の畑４筆と払

い下げ予定の里道の一部を一体利用し、３，０００㎡を超える総面積４，５７１．

６０㎡に、都市計画法第２９条の開発許可を申請のうえ、新たに障害者入所施設

を建設するものです。 

主な施設の内訳は、入所棟５２６．９５㎡、食堂棟２９３．７０㎡、管理棟１

０７．３９㎡、駐車場１，０６６．１６㎡となっております。 

申請人は、母体の社会福祉法人から事業を引き継ぎ、障害者入所施設を設置、

運営していく予定とのことから、転用は確実と思われるため、今回の転用許可は

やむを得ないと判断したところです。 

以上です。 

 

１ ５ 番 委 員 続けます。 

番号１５号、クヌギ２００本１，０１５．００㎡、東…雑種地、西…里道、南

…山林、北…他人畑、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 ご報告します。 

番号１６号、住家１棟１０４．３４㎡、庭敷地等３１２．６６㎡、東…他人畑、

西…宅地、渡人畑、南…渡人畑、他人畑、北…宅地、農道、境界…ブロック積、

コンクリート擁壁、雨水…農道側溝、汚水…合併浄化槽、所有権移転、売買。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、１７番委員お願いします。 
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１ ７ 番 委 員 ご報告します。 

番号１７号、駐車場９０．００㎡、転回場９６．００㎡、東…農道、西…水路、

南…市道、北…山林、境界…土留、雨水…自然流下、所有権移転、売買。 

この件につきまして、事務局より補足説明をします 

 

議    長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１８号、駐車場１，００８．５０㎡、通路等１９７．５０㎡、東…宅地、

西…市道、南…里道、北…他人畑、境界…ブロック積、雨水…市道側溝、所有権

移転、売買。 

番号１９号、駐車場４０１．９０㎡、東…市道、西…宅地、南…他人畑、北…

貸人畑、境界…ブロック積、雨水…自然流下、使用貸借権。 

この件について、補足して説明いたします。 

申請地は郡山支所から西へ約２ｋｍに位置する、第２種農地のその他の農地に

該当します。 

申請人は、平成１２年ごろ、申請地に１８台分の駐車場を整備しました。しか

し、その際に、農地転用の許可が必要であることを知らずに整備したため、今回、

始末書添付のうえ、５条申請を行い追認許可を受けようとするものです。 

申請人に対しては、農地を転用する場合は、農地法の許可が必要なこと、今後

はこのようなことのないよう 指導いたしました。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

今回の第５条案件の農地の区分は、議案書の農地区分にありますように、全て、

第２種、第３種農地に該当すると判断されます。お目通しをお願いいたします。 

 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「２番委員」挙手あり〕 

 

はい、２番委員どうぞ。 

 

 

２ 番 委 員 番号１３ですが、備考欄に寺山風致地区とあります。風致地区の定義、相当転

用は厳しくされるのではないかと思いますが、この件はどういう理由で風致地区

の解除ができたのか教えて下さい。 
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事 務 局 風致地区につきましては、市街化が進んでいる地域の中でも森林とか緑地があ

る地区について、その景観を保持しようということで都市計画法上、市が指定し

ているところでございます。ちなみに本市におきましては、吉野公園界隈に所在

する寺山風致地区、谷山の慈眼寺公園界隈に所在する慈眼寺風致地区の２ヶ所が

ございまして、これまで転用許可の中で風致地区が出たことがあります。この風

致地区つきましては、緑地を保全する点から、開発などには制限がございまして、

特に建築物を建てる場合については、その敷地内に約２割の緑地部分を残すよう

にという規制があるようです。ただ、今回の案件につきましては、寺山風致地区

には所在していますが、資材置場で、建築物はないということで、そのような規

制はないということでございます。 

以上です。 

 

２ 番 委 員 番号１４ですが、老朽化の為ということでしたが、新しく施設を作るわけです

けど、入所人員をいうのはそのまま変わらないのかどうか、３，０００㎡を超え

ていますので、農業会議の許可がいるのですか。 

 

吉 野 支 局 ３，０００㎡を超えていますので、県農業会議に審議していただくことになっ

ております。 

入所施設利用者については、先程説明しましたが、母体となる事業から一部事

業を引き継いでいます。利用者、職員も大体移行していく形になります。ただ計

画の中身については、福祉関係の方に補助金とか申請する中で審査を受けている

ということで、今回の転用については、何名収容というのは把握しておりません。

関係各課に確認を取っているということは、こちらでも確認させて頂いておりま

す。 

以上です。 

 

２ 番 委 員 老朽化の為ということでしたが、既存の施設は、今後どういうふうに利用され

るのですか。 

 

吉 野 支 局 母体が別の社会福祉法人も持っております。そこが新たに研修施設で再利用す

るということです。 

以上です。 

 

２ 番 委 員 わかりました。 
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議 長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題２「農地法第５条許可申

請に関する件」１６件につきましては、原案どおり許可するものと決定し、申請

人に許可書を交付することといたします。 

但し、転用面積が３，０００㎡を超える番号１４号につきましては、「県農業会

議」に意見聴取し、許可して差し支えない旨の回答を得た後、許可書を交付する

ことといたします。 

又、議題４「農地利用変更届出に関する件」番号１号につきましては、原案ど

おり受理することに決定いたします。 

 

 

議題３．非農地認定に関する件 

１３ページ～１７ページ １３件 

議    長 次に、議題３「非農地認定に関する件」を審議します。 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 ご報告します。 

番号１号、調査結果：共同住宅１棟、３４年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、谷山、１４番委員お願いします。 

 

１ ４ 番 委 員 ご報告します。 

番号２号、調査結果：法面として約２５年経過､現況雑種地。 

番号３号、調査結果：住家１棟、６６年経過、現況宅地。 

番号４号、調査結果：１８５２－１：住家１棟、４２年経過、現況宅地。 

１８５２－４：車庫１棟、物置１棟、約４０年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。 

番号５号、調査結果：住家１棟、３０年経過、現況宅地。 

番号６号、調査結果：住家２棟、６０年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉野、１５番委員お願いします。 
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１ ５ 番 委 員 ご報告します。 

番号７号、調査結果：ゴキ竹・雑木自然繫茂､約４０年経過､現況山林。 

番号８号、調査結果：８０９、８２８－乙：杉、檜、雑木自然繫茂､約５０年経

過､現況山林。９１３：檜、雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

番号９号、調査結果：雑木自然繫茂､約５０年経過､現況山林。 

この件につきまして、補足してご説明申し上げます。 

当該５筆の農地は、南九州市において借入地約７０ａでトマトのハウス栽培を

行っている申請人が、徐々に規模を縮小し、地元の吉野に拠点を移し、トマトの

ハウス栽培を規模拡大していくとの営農計画で、令和５年７、８月に３条許可に

より取得した山林化した農地です。 

ところが、樹木伐採及び硬質ハウス建設に必要な融資を受けることができなく

なったため、当初の計画通り、農地として利用することが困難となり、現況が山

林であることから非農地証明願が提出されたものです。 

この件に関し、県農業会議を通じ、全国農業会議所に、「農地法第３条許可を得

た農地について、非農地証明申請を受け付けることの可否について」照会したと

ころ、４条転用許可後に地目変更を行うか、基準を定めていれば、非農地証明の

いずれかによるとの回答でした。 

本市では、一定以上の年数が経過し山林化した農地については、非農地証明願

の手続きが可能なことから、申請を受け付け、非農地判定基準に基づき、現況山

林と判断したところでございます。 

番号１０号、調査結果：住家１棟、３５年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、吉田、１１番委員お願いします。 

 

１ １ 番 委 員 ご報告します。 

番号１１号、調査結果：唐竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 

 

議    長 次に、松元、３番委員お願いします。 

 

３ 番 委 員 ご報告します。 

番号１２号、調査結果：住家１棟、５３年経過、現況宅地。 

以上です。 

 

議    長 次に、郡山、１０番委員お願いします。 

 

１ ０ 番 委 員 ご報告します。 

番号１３号、調査結果：孟宗竹・雑木自然繁茂、約３０年経過、現況山林。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題３「非農地認定に関する

件」１３件につきましては、原案どおり認定することに決定いたします。 

 

 

議題４．農地利用変更届出に関する件 

１８ページ １件 

議 長 次に、議題４「農地利用変更届出に関する件」の１件ですが、先程、議題２と

併せて審議が終了しております。 

議題５．農用地利用集積計画に関する件 

１９ページ～４２ページ ４２件 

議    長 次に、議題５「農用地利用集積計画に関する件」を審議します。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局 資料の１９ページをご覧下さい。 

「議案第５号」、令和６年３月２８日公告予定の、農用地利用集積計画集計表に

ついてご説明申し上げます。 

右側の一番下になります。 

賃貸借権１３件、１８筆、１５，９１７．００㎡。使用貸借権２９件、５０筆、

３０，９０２．００㎡。合計４２件、６８筆、４６，８１９．００㎡です。 

議案書の２０ページから４２ページは、農用地利用集積計画の内容、うち、４

２ページは、配分計画を含む内容です。お目通しをお願いいたします。 

これらは、旧農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしている

と考えます。 

以上で、説明を終わります。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「２番委員」挙手あり〕 

 

はい、２番委員どうぞ。 

 

 

２ 番 委 員 番号１の借受人は、相当な経営面積がありますが、どういう農業経営をされて

いるのですか。 
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谷 山 支 局 借受人は、畜産農家で、借りられて牧草を植えていらっしゃいます。 

以上です。 

 

２ 番 委 員 番号２の借受人、公益財団法人鹿児島市公園公社とは具体的に何ですか。 

 

谷 山 支 局 平川動物園公園に当たります。 

 

２ 番 委 員 わかりました。 

 

議    長 ほかに、何かご意見、ご質問等はありませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題５「農用地利用集積計画

に関する件」につきましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 

 

 

議題６．地域計画に係る意見書に関する件 

別冊資料２ １件 

議    長 次に、議題６「地域計画に係る意見書に関する件」を審議します。別冊資料２

です。 

それでは、農政総務課から説明をお願いします。 

 

農 政 総 務 課 別冊資料２をご覧ください。 

この犬迫町（川路山、横井原）地域については、２月の総会において審議して

いただいたのですが、その後修正があったため、再度意見照会をするものです。 

修正内容の１つ目は、１０４５７及び１０４６６の担う者を修正で、２ページ

の真ん中ほどに担う者の修正箇所ということで、矢印が２つあります。２ページ

が、前回審議していただいたもので、１１、１２ページが修正後になります。矢

印の所の色が変わっているのがわかるかと思います。矢印の方の上の塗り潰しの

方が、この２筆もを担う者として設定されるものです。 

２つ目は、１１３４０－２で、３ページの左下が除外箇所となっております。

１２ページが修正後のものです。ここは、除外申出があったもので、除外をして

おります。 

他については、内容の変更はございません。 

以上です。 
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議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題６「地域計画に係る意見

書に関する件」１件につきましては、原案どおり決定いたします。 

なお、「制度の周知徹底」及び「地域計画が策定された地域において、定期的に

協議の場を設け、地域計画の修正を続けていくこと」を農業委員会の意見として

提出したいと考えておりますがよろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、そのようにすることといたします。 

 

 

議題７．農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件 

別冊資料３ １件 

議    長 次に、議題７「農業振興地域整備計画変更（除外）に係る意見書に関する件」

を審議します。別冊資料２です。 

それでは、伊敷、１８番委員お願いします。 

 

１ ８ 番 委 員 ご報告します。２ページです。 

３．変更後の用途、建売住宅 

４．現況、申出地は、犬迫町櫨堀地区にあり、伊敷支所から西へ約６．２ｋｍ

に位置する、また、申請地は２ヶ所に分かれており、西側（Ａ）の東、南、北は

渡人畑、西は他人畑、東側（Ｂ）の東、南、北は渡人畑、西は渡人畑、宅地に接

している。なお。申請地は道路に接していないが、農用地区域外の畑と宅地を一

体利用し、道路を設け県道に出入りする予定となっている。 

５．農業委員会の意見、市長部局による除外理由及び要件別検討結果は別紙調

書のとおりで、申出地は２ヶ所とも農用地区域の外周部であり、周辺農地への影

響は少なく、計画変更はやむを得ないものと思われる。 

転用の際は、他の農地に支障のないよう十分考慮して下さい。 

以上です。 
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議    長 ただいま、それぞれ調査員から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題７「農業振興地域整備計

画変更（除外）に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり、承

認することに決定いたします。 

 

 

議題８．農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件 

別冊資料４ １件 

議    長 次に、議題８「農用地利用集積等促進計画に係る意見書に関する件」を審議し

ます。別冊資料４です。 

それでは、農政総務課から説明をお願いします。 

 

農 政 総 務 課 別冊資料４の１ページをご覧ください。 

用地利用集積等促進計画案について、農地中間管理事業の推進に関する法律第

１９条第３項に基づき、農地バンクに農用地利用集積等促進計画（案）を提出す

る前に、農業委員会の意見を求めるものです。 
２、３ページをご覧ください。 
農地バンクに提出する農用地利用集積等促進計画（案）ですが、対象となる農

地については、本名町の農地３筆となっております。合計面積２，９４４㎡、利

用権の種類は使用貸借権となっております。この農地はいずれも地域計画内の農

地となっており、その地域計画に基づいて貸借をするものとなっております。 
以上です。 

 

議    長 ただいま、農政総務課から説明がありました。 

これより、審議に入ります。何か、ご意見・ご質問等はございませんか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、ご意見、ご質問もないようですので、議題８「農用地利用集積等促

進計画に係る意見書に関する件」１件につきましては、原案どおり承認すること

に決定いたします。 

 

 

議題９．令和６年度最適化活動の目標設定（案）に関する件 

  別冊資料５ 
議    長 続きまして、議題９「令令和６年度最適化活動の目標設定（案）に関する件」

を審議します。別冊資料５です。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 



 - 15 -  
 

 

事 務 局 議題９「令和６年度最適化活動の目標設定（案）に関する件」でございます。 

こちらは、令和４年２月２日、農林水産省の通知により、令和６年度の目標を

３月末までに設定をしなければならないことになっております。 

目標設定の中に、令和５年度の数字が確定しないと設定できないもの等もある

ものですから、今回審議していただく件に関しては、２ページの②目標の中の今

年度の新規集積面積２１．８ｈａ、こちらに関しては、県が目標としている県全

体の２，２００ｈａに対して、鹿児島市に割り振られた数字となっております。 

次に３ページ、最適化活動の目標日数になります。１人当たりの活動日数が１

０日／月ということで設定させていただきたいと思っております。この日数につ

いては、令和５年度より変更はございません。 

次に（２）活動強化月間の設定回数については、３回設定させていただいてお

ります。取組時期：令和６年６月、取組項目：農地の集積。強化月間の内容：地

域計画策定における協議の画への参加ということで設定させていただいておりま

す。令和６年８月、９月に設定させていただいております農地パトロールについ

ては、本年度と変更はございません。 

以上です。 

 

議    長 ただいま、事務局から説明がありました。 

提案事項について、事務局と運営連絡会では、このように２点ということにま

とめました。原案どおり決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

〔「異議なし」の声あり〕 

 

それでは、議題９「令和６年度最適化活動の目標設定（案）に関する件」につ

きましては、原案どおり、承認することに決定いたします。 
 

議題の審議は以上です。 

続きまして、報告事項に入ります。 
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報        告        事        項 
１．法務局から照会のあった農地等の現況について 

４３ページ～４６ページ ３件 
議 長 報告事項１「法務局から照会のあった農地等の現況について」 

まず、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 
 

報告します。４３ページです。 

照会日：令和６年３月１日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区調整域

内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和６年３月１４日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

議 長 次に、喜入、１番委員お願いします。 

 

１ 番 委 員 
 

報告します。４４ページから４５ページです。 

照会日：令和６年２月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、１０６９５番外４筆は現況非農地、１０７２２

番外１筆は現況農地である。 

処理状況：令和６年３月８日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

次に、４６ページです。 

照会日：令和６年３月１３日、現況：非農地、調査結果：該地は区域区分の定

めのない都市計画区域内にあり、現況非農地である。 

処理状況：令和６年３月２５日 鹿児島地方法務局へ報告済。 

 

２．鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況について 
４７ページ～５０ページ １件 

議 長 報告事項２「鹿児島市長（道路管理課）から照会のあった農地等の現況につい

て」 

それでは、本局、２番委員お願いします。 

 

２ 番 委 員 
 

報告します。４７ページから５０ページです。 

照会日：令和６年２月２６日、現況：非農地、調査結果：該地は市街化区域内

にあり、４３番２外１８筆は現況非農地、４６番２１外１筆は現況農地である。 

処理状況：令和６年３月１５日 鹿児島市長へ報告済。 
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３．国土利用計画法による届出土地に関する調書について 

５１ページ １件 
議 長 次に、報告事項３「国土利用計画法による届出・土地に関する調書について」 

それでは、吉田、事務局お願いします。 

 
吉 田 支 局 この件につきまして、事務局からご報告申し上げます。 

５１ページをお開きください。 

今回の届出の面積は６，７２１．００㎡で、都市計画区域外で最終的な全体の

計画面積が１０，０００㎡以上になるため国土利用計画法による届出が必要にな

り、２月１日に提出されました。 

申請地が農地であったことから、農業委員会事務局に意見を求められ、回答し

たものです。 

表内の左側１の「申請等に係る事項等」の欄ですが，譲受人、譲渡人、農地の所

在６筆は記載のとおりであり、地目別面積は（田）6,721.00㎡、転用目的は食品

加工工場です。 

次に「２ 農地の区分等」ですが、申請地は、農用地区域内にある農地です。 

次に「３ 他の土地利用計画との関係」の欄の「農業振興地域整備計画との関係」

ですが，農業振興地域内で農用地区域内です。 

「その他の土地利用計画との関係」ですが、「届出地は農用地区域内農地であるた

め、土地収用法に係る事業等の例外を除き農地転用は不許可となります。農用地

区域からの除外が認められた場合にあっても農地転用の手続きが必要です。その

場合、農地法第５条第１項の許可申請の内容により「立地基準」及び「一般基準」

に基づき可否の判断を行います。なお、転用面積が２０，０００㎡を超える場合

鹿児島県知事が許可権者となり、転用面積が４０，０００㎡を超える場合、農林

水産大臣の協議を経て鹿児島県知事が許可権者となります。」と土地利用調整課へ

２月１日回答しているところです。 

以上で報告を終わります。 
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４．農地法第３条の３届出専決に関する報告について 

５２ページ～５４ページ １３件 

５．農地法第４条・５条届出専決に関する報告について 

５５ページ～６２ページ ２０件 

６．農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について 

６３ページ ２件 

７．農用地利用配分計画に関する報告の集計について 

６４ページ～６５ページ １件 

議 長 次に、報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告について」 

報告事項５「農地法第４条・５条届出専決に関する報告について」 

報告事項６「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」 

報告事項７「農用地利用配分計画に関する報告の集計について」 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

５２ページをお開き下さい。 

報告事項４「農地法第３条の３届出専決に関する報告」の集計表です。 

この専決処理は、農地等について相続などで権利の取得があった場合は、市町

村の農業委員会に届出を要するもので、今回の届出は１３件です。 

登記地目別では、田１７筆、１１，５１２．００㎡、畑３１筆、 

１５，２７７．６１㎡となっております。取得した事由別数は、相続が１３件。

権利の種別は、所有権が１３件。農業委員会によるあっせん等は、無が１３件と

なっております。 

５３ページから５４ページは、農地法第３条の３関係の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

 

次に、５５ページをお開き下さい。 

報告事項５「農地法第４条・第５条届出専決に関する報告」の集計表です。 

これらは、市街化区域内農地の転用届出に関するもので、事務局長の専決で処

理しましたものです。 

転用目的別では、第４条関係では、一般住宅、駐車場が各１件、合計２件とな

っております。 

第５条関係では、多い順に一般住宅が１４件、駐車場、その他が各２件、合計

１８件となっております。 

５６ページは、４条関係２件、５７ページから６２ページは、５条関係１８件

の内容です。お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

次に、６３ページをお開き下さい。 

報告事項６「農地法第１８条第６項の規定による通知に関する報告について」

です。 

吉田地区で１件、松元地区で１件、合意解約の通知が出ております。 

お目通しをお願いいたします。 
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事 務 局 

 

次に、６４ページをお開き下さい。 

報告事項７「令和６年２月２０日認可のあった農用地利用配分計画に関する報

告の集計」です。 

これは、利用権の賃借権の設定について、県地域振興公社が作成した農用地利

用配分計画について、県知事が認可したことにより、令和６年２月２８日から貸

付の始期が始まるものです。今回の分は、令和３年３月の総会で審議した農用地

利用集積計画によって、中間管理機構である県地域振興公社に貸し付けた農地を、

同公社が担い手へ貸し出したものです。 

貸貸借権１件、２筆、２，８７６．００㎡。 

６５ページは、農用地利用配分計画の内容です。 

お目通しをお願いいたします。 

 

８．「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告について 
別冊資料６ １２７件 

９．地域計画に係る意見書の提出について 
別冊資料７ 

議 長 次に、報告事項８「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関す

る報告について」別冊資料６ 

報告事項９「地域計画に係る意見書の提出について」別冊資料７ 

それでは、事務局の報告をお願いします。 

 

事 務 局 

 

報告事項８「「農地法の運用について」に基づく農地・非農地判断に関する報告

について」報告いたします。 

別冊資料９をご覧下さい。 

先月の地区推進協議会等で計１２７筆の非農地判断を実施して頂いておりま

す。実施結果に基づきまして、関係部署及び備考欄の通知日に所有者へ通知書を

送付しております。内容につきましては、お目通しをお願いいたします。 

 

事 務 局 

 

報告事項９「地域計画に係る意見書の提出について」報告いたします。 

別冊資料７をご覧下さい。 

先月審議していただきました地域計画に係る意見書について、同日付で鹿児島

市長へ意見を回答しております。内容につきましては、読み上げさせていただき

ます。 

地域計画が策定された地域においては、農地転用等には、計画達成に支障を及

ぼさないこと及び所定の手続きを必要とすることなどの要件があることから、地

域計画区域内の農地所有者に対し、制度の周知徹底を図られるようお願いします。 

また、地域計画が策定された地域においては、定期的または時宜に応じて農業

者等による協議の場を設け、その意思をとりまとめて地域計画の修正を続けてい

くことで、農用地の一層の効率的かつ総合的な利用が図られるようお願いします。 

以上を意見として鹿児島市へ提出しております。 
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議    長 
 

ありがとうございました。 

 

本日の議事は、全て終了しました。 

 

（議事終了：午前１１時００分） 

 

ここで、皆様にご案内します。４月１日付けの人事異動に伴いまして、事務局

職員の異動がございました。事務局より紹介をお願いします。 

 

（異動職員紹介後） 

 

また、郡山支局の吉永支局主任、平川主任におかれましては、３月末をもって

退職されることになっております。一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

それでは、吉永支局主任よりご挨拶をお願いします。 

 

（吉永支局主任挨拶終了後） 

 

続きまして、平川主任よりご挨拶をお願いします。 

 

（平川主任挨拶終了後） 

 

ありがとうございました。長い間、市政に尽力いただき大変お疲れ様でした。 

 

続きまして、事務局から何か連絡事項等はございませんか。 

 

事 務 局 
 
 
 

・令和６年度第１回総会（月例）開催日時は、 

４月２６日（金）午前１０時開会 

教育総合センター３階 青年会館 

議    長 
 
 
 
 

以上で、本日の総会を終了いたします。 

 

閉 会（午前１１時１０分） 
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